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我孫子市民体育館及び有料公園施設等指定管理者募集要領 

 

我孫子市民体育館及び有料公園施設等の設置目的を効果的、効率的に達成するため、地方自治法第２

４４条の２第３項、我孫子市民体育館の設置及び管理に関する条例第１５条、我孫子市都市公園条例第

１０条の規定により、次のとおり指定管理者を募集する。 

 

１．施設の概要 

名称及び所在地 

（１）名 称  我孫子市民体育館 

所在地  我孫子市古戸６９６番地 

（２）名 称  湖北台中央公園（野球場及び庭球場に限る） 

所在地  我孫子市湖北台７－５ 

（３）名 称  利根川ゆうゆう公園（野球場及びサッカー場並びにオフロード自転車コースに限る） 

（４）名 称  手賀沼公園（庭球場に限る） 

   所在地  我孫子市我孫子新田２６番地 

 

２．管理の基準 

我孫子市民体育館及び我孫子市都市公園条例第６条で規定する有料公園施設（湖北台中央公園野

球場及び庭球場、利根川ゆうゆう公園野球場（少年用含む）及びサッカー場（少年用含む）、手賀沼

公園庭球場）及び同第７条で規定する無料公園施設（オフロード自転車コース）（以下「体育施設等」

という。）は、市民の健康・体力増進、スポーツ振興及びスポーツ・レクリエーションの用に供する

ことを目的として設置された施設である。 

   指定管理者は、次に掲げる事項を充分に踏まえ、管理運営を行うこと。 

（１） 関係法令を遵守し、その趣旨を十分に理解し管理を行うこと。 

（２） 公の施設の指定管理者であることを認識し、公平公正な運営を行い、特定の個人・団体に有利又

は不利となるような運営を行わないこと。 

（３） 利用者の安全を確保し、快適な状況で体育施設等が利用できるよう、万全な管理運営を行うこと。 

（４） 個人情報の適切な管理を行うこと。 

（５） 施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービス向上を図ること。 

（６） 効率的な維持管理を行い、経費の削減を図ること。 

（７） 管理に関する業務を一括して再委託しないこと。 

 

３．法令等の遵守 

（１）体育施設等の管理運営に当たっては、次に掲げる法令等を遵守すること。 

① 地方自治法・地方自治法施行令 

② 個人情報の保護に関する法律 

③ 建築基準法 

④ 消防法 
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⑤ 電気事業法 

⑥ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

⑦ 浄化槽法 

⑧ 労働関係法令（労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、職業安定法、最低賃金法、労働者

派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法等） 

⑨ 我孫子市民体育館の設置及び管理に関する条例 

⑩ 我孫子市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則 

⑪ 我孫子市使用料条例 

⑫ 我孫子市都市公園条例 

⑬ 我孫子市都市公園条例施行規則 

⑭ その他管理運営に適用される法令 

⑮ 我孫子市公契約条例 

（２）個人情報の取扱い 

   指定管理者は、我孫子市情報公開条例及び基本協定に基づき適正な管理を行うこと。 

（３）情報公開 

   指定管理者は、我孫子市情報公開条例に基づき公の施設の管理に関する情報の公開の推進に努め

るとともに、基本協定に基づき必要な措置を講じること。 

（４）行政手続条例の適用について 

   指定管理者は、我孫子市行政手続条例の適用を受けるため、施設の利用（使用）申請を受けた場

合には審査及び応答義務があり、申請を拒否する場合には理由を提示すること。また、一度行っ

た許可を取り戻す場合は不利益処分として聴聞を行い、その理由を提示するものとする。 

（５）我孫子市公契約条例の適用について 

   指定管理者は、我孫子市公契約条例（平成２７年条例第１号。以下「条例」という。）及び我孫子

市公契約条例施行規則（平成２７年規則第１６号。以下「施行規則」という。）に規定された事項

を遵守しなければならない。なお、条例及び施行規則の詳細については、我孫子市役所ホームペ

ージの「事業者向け情報」＞入札・契約＞公契約条例＞我孫子市公契約条例の手引きの「我孫子

市公契約条例の手引き（令和４年４月）」を参照すること。 

 

４．申請者の資格要件等 

（１）申請者の資格 

   我孫子市民体育館及び有料公園施設等の指定管理者に応募できる者は、令和４年８月１０日にお

いて、次のいずれにも該当するものとする。 

① 団体であること。また、複数の団体による共同体も可。法人格の有無は問わないが、個人で 

申請することはできない。 

② 設立から２年以上経過した団体であること。 

③ 地方自治法施行令第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）の各号のいずれかにも該当

しない者。 

④ 本市から指名停止処置を受けていないこと。 
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⑤ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、本市又は他の地方公共団体から指定を取り

消されていない者。 

⑥ 会社更生法、民事再生法等の規定に基づき更生又は再生手続を行っていない者。 

⑦ 租税公課の滞納がないこと。 

⑧ 団体の役員又は経営に事実上参加している者に、暴力団員による不当行為の防止に関する法律

第２条に規定する暴力団の関係者又はその関係者と密接な関係を有する者がいないこと。 

⑨ 本市市長又は本市市議会議員が代表者又はこれに準じる地位にある者となっている団体でな

いこと。 

⑩ 体育施設等の管理運営の実績があること又は管理運営ノウハウを有していること。 

（２）グループによる申請 

   ① 複数の団体がグループを構成して申請（以下「共同事業体申請」という。）をする場合、代表

となる団体を定めて申請すること。代表となる団体は共同事業体の代表として、我孫子市民

体育館及び有料公園設置等の管理に係る主要な業務を担うものとする。 

   ② 代表となる団体及びその他構成団体は、上記（１）①～⑩の要件を満たす必要がある。 

   ③ 共同事業体申請の場合、提出書類については、全ての構成する団体に係るものとして提出す

ること。 

   ④ 単独で申請した団体は、当該指定管理者の募集に対して、共同事業体申請の構成団体となる

ことはできない。また、当該指定管理者の募集に対し、複数の共同事業体申請団体において、

同時に構成団体となることはできない。 

   ⑤ 共同事業体申請の構成団体又はその代表者等のうち、申請者の資格を満たさない者がある場

合は、指定を受けることができない。 

   ⑥ 共同事業体として申請する場合は、別紙１共同事業体協定書兼委任状を提出すること。 

 

５．募集スケジュール 

内容 日程 

募集要領・仕様書の配布 令和４年８月１０日（水）～令和４年９月９日（金） 

施設見学（現地確認） 令和４年８月２３日（火） 

質問受付締切 令和４年８月２６日（金） 

質問回答 令和４年８月３０日（火） 

申請期間 令和４年９月５日（月）～９月９日（金） 

ヒアリング審査 令和４年９月２６日（月） 

令和４年１０月１７日（月）※予定 

指定管理者候補者の決定及び通知 １０月下旬 

指定管理者の指定 令和５年１月中旬 

業務の引継ぎ 令和５年１月中旬～３月 

基本協定・年度協定の締結協議 令和５年２月～３月 

業務開始 令和５年４月１日 
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６．募集要領・仕様書の配布 

 （１）配布日時 

    令和４年８月１０日（水）から令和４年９月９日（金）までの午前９時から午後５時まで。（土

曜日・日曜日・祝日は除く。） 

 （２）配布場所 

    我孫子市我孫子１６８４番地 

    我孫子市教育委員会 生涯学習部 文化・スポーツ課 スポーツ振興係 

    ※我孫子市ホームページからもダウンロード可。（http://www.city.abiko.chiba.jp/） 

    「事業者向け情報⇒事業者の募集」のページに掲載する。 

 

７．申請の方法 

 （１）申請期間 

    令和４年９月５日（月）～９月９日（金）までに必要書類を「１９.問い合わせ先」へ郵送（必

着）または持参 ※メール・ＦＡＸ等による提出不可。 

（２）申請に際しての注意事項 

   ① ５年間の指定管理料の合計額が指定管理料限度額（５８５，１９０，０００円）を超えてい

る場合は、失格とする。 

   ② 一度提出された申請書類は、提出期限後に変更することはできない。 

   ③ 本市が必要と認める場合は、適宜追加書類の提出を求める場合がある。 

④ 申請書類は、返却しない。 

   ⑤ 申請に際して不正行為を行った場合、申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

   ⑥ 申請書が受付された後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出すること。 

   ⑦ 申請に係る費用は、申請者の負担とする。 

   ⑧ 申請書類等の著作権は、各申請者に帰属する。ただし指定管理者の決定の公表等に必要な場

合は申請書類の内容を無償で使用できるものとする。 

（３）質問及び回答 

   この要領に関する質問及び回答は次に定めるところにより行う。 

① 質問者の資格：「申請者の資格」を満たす団体で、申請を前提とした内容に限る。 

② 質問の方法：別紙２ 質問シートを「１９．問い合わせ先」へメールにて提出すること。 

なお、メールの件名については、「我孫子市民体育館等指定管理者募集要領質問シート」と

する。 

③ 質問期間：令和４年８月２６日（金）午後５まで（厳守） 

④ 回答：令和４年８月３０日（火）に、市ホームページ（「事業者向け情報⇒事業者の募集」

のページ）に掲載。回答は、この要領と同等の効力を有するものとする。 

 

８．申請に必要な書類 

次の書類を正本１部及び副本７部提出すること。 

なお、申請書等(市ホームページからダウンロード可)は、文化・スポーツ課で配布する。 

http://www.city.abiko.chiba.jp/
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（１） 我孫子市指定管理者指定申請書（別紙３） 

（２） 事業計画書(別紙４) 

（３） 収支計画書（別紙５） 

積算根拠となる資料をそれぞれの年度ごとに作成し、添付すること。 

（４） 役員等名簿（別紙６） 

（５） 経営状況を説明する書類又は決算書（直近２年間） 

（６） 申請する団体の定款、寄附行為、会則等 

なお、法人格を有している団体については、登記簿謄本、納税証明書（直近１年間）を添付する

こと。 

（７） 活動実績表（過去２年間の事業の経緯） 

 

９． 施設の見学 

（１）日  時：令和４年８月２３日（火）午後２時から午後４時まで 

（２）場  所：我孫子市民体育館（我孫子市古戸６９６番地） 

（３）参加人数：１団体につき２人までとする。 

（４）注意事項：施設見学を希望する場合は、前日までに「事業者名、担当者名、連絡先、施設見学希

望の旨」を記載し、「２０．問い合わせ先」へメールにて申し込むこと。 

        なお、現地での説明はなし。また、現地での質問は不可。 

   

１０．選定の基準（評価の方法） 

   選考にあたっては、我孫子市民体育館及び有料公園施設等指定管理者選考委員会（以下「選考委

員会」という。）において選定基準に照らし総合的に審査し、その結果に基づき市長が最も適当と認

める団体を指定管理候補者として選定する。 

（１） 選定基準 

① 市民の平等な利用が確保されること。 

② 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

③ 収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減を図るものであること。 

④ 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有する者であること。 

⑤ その他施設の性質又は目的に応じて別に定める基準に合致すること。 

（２） 評価の方法 

① 事業計画に係る部分と指定管理料に係る部分を評価し、その割合は、次のとおりとする。 

事業計画部分 指定管理料部分 総合点 

配点割合 ７０％ 配点割合 ３０％ １００％ 

４２０点 １８０点 ６００点 

（配点の算定方法） 

事業計画の配点 ７０点（選考委員１人）×６人＝４２０点 

指定管理料の配点 
基礎点 傾斜配分点 満点となる落札率 

６０点 １２０点 ０．７ 
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価格評価点＝ 

傾斜配分点×（１－（見積額）/（予定価格））÷（１－（満点となる落札率））＋基礎点 

落札率 

全体の評価は、事業計画部分の評価点と指定管理料部分の評価点の合計点とする。 

② 事業計画に係る部分は別紙７に基づき、次の５段階で評価する。 

 

 

 

 

 

（３） 審査等 

① 候補者の選定にあたっては、申請書類による申請資格、提案内容等を書類審査後、令和４年９月

２６日（月）にプロポーザルによる審査を行う。※予定 

② プロポーザルでは、申請団体は提案説明（審査項目ごと）を１５分程度で行い、選考委員会委員

が提案説明に基づき質問（審査項目ごと）する。 

③ プロポーザルの詳細な時間、場所等については、申請者に対し書面で通知する。 

 

１１．指定管理者の業務の範囲 

 業務の範囲は次のとおりとする。詳細は別紙仕様書を参照すること。 

（１） 施設全体の管理運営業務 

施設の総務・経理業務、受付業務、施設管理業務、利用料金徴収業務、事業計画・報告書・業務

日報等の作成及び提出 

（２） 利用（使用）許可業務 

我孫子市民体育館及び付随施設、都市公園施設の利用(使用)許可業務 

（３） 施設維持管理業務 

清掃業務、警備業務、植栽管理業務、建物・設備保守管理業務、環境衛生管理業務、保守管理報

告業務等、屋外施設整備業務 

（４） 自主事業 

体育施設等を活用して気軽にスポーツに親しめ、これによって健康、体力を保持、増進でき、生

涯にわたり明るく豊かな生活が送れるような事業を、施設の設置目的の範囲内で、市の承認を受

けて指定管理者自らが実施すること。 

 

１２．指定管理に係る経費 

（１）管理運営実績 

   別紙【別紙８】のとおり。 

（２）管理に係る経費(指定管理料) 

   管理に係る経費(指定管理料)は、申請書に添付した収支計画書(指定管理料見積書)がそのまま採用

されるものではなく、会計年度毎に市と指定管理者の協議に基づき決定する。また、管理に係る

判断基準 良い やや良い 普通 やや劣る 劣る 評価外 

基本 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 ０点 

重要項目 ９～１０点 ７～８点 ５～６点 ３～４点 １～２点 ０点 
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経費（指定管理料）は、年度協定の中で締結する。なお、原則として指定管理料は精算しない。 

   ※本市が行政財産の使用許可をしている自動販売機の電気料金等の費用は、指定管理者の負担と

する。なお、自動販売機の電気料金等の費用は設置している団体等から指定管理者が実費徴収す

ること。  

   ※今回の指定管理者選考に当たっては、自主事業経費は、収支計画に算入しない。 

（３）管理に関する経費の支払い 

   指定管理料の支払い方法は、口座振り込みとし、支払い時期は、市と指定管理者の協議に基づき

決定し、年度協定の中で定める。 

 

１３．利用料金について 

（１）利用料金制の導入 

   地方自治法第２４４条の２第８項の規定する利用料金制を導入するため、指定管理者は利用者が

支払う利用料金を指定管理者自らの収入とする。 

（２）利用料金の設定 

   利用料金は、我孫子市民体育館の設置及び管理に関する条例及び我孫子市使用料条例に規定する

範囲内で、市の承認を得て定めることができる。 

（３）利用料金の上限額について 

   指定管理期間中であっても、条例改正により改定する場合があり、その際の取り扱いについては、

必要に応じて協議を行う。 

 

１４．指定する期間 

   令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までの５年間となる。ただし、市議会の議決を経て

確定する。また、市長は、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、

その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずるときがある。こ

の場合において、本市が損害を被ったときは、指定管理者にその損害を求めることがある。 

 

１５．指定管理者の指定及び協定の締結 

（１）指定管理者の指定 

    指定管理者の候補者は、令和４年１２月我孫子市議会定例会（予定）での議決を経て、指定管

理者に指定されることとなる。なお、候補者は当該議決（指定管理者の指定）を得られないこと

により生じる一切の損害賠償等に関する請求ができない。 

（２）協定の締結 

    指定管理者に指定された場合は、「我孫子市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する

例施行規則」に基づき次の事項について、協定を締結するものとする。 

① 施設の管理に関する事項 

② 利用料金等に関する事項 

③ 施設の管理に要する経費の負担に関する事項 

④ 保有個人情報の保護に関する事項 
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⑤ 事業報告に関する事項 

⑥ 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項 

⑦ その他市長が必要と認める事項 

なお、協定は、指定期間を通じた基本的な事項を定めた「基本協定」と、年度ごとの事業実施

に係る事項を定めた「年度協定」を締結するものとする。 

（３）その他 

    指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、市は、指定を

取り消し、協定の締結をしない場合がある。 

① 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、事業の履行が確実にできないと認められるとき。 

② 著しく社会的な信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 

（４）事前の準備 

    指定管理者は、令和５年４月１日から管理運営業務が行えるよう、諸準備を進めること。 

    なお、準備にかかる費用は、すべて指定管理者の負担とする。 

 

１６．事業の継続が困難となった場合の措置等 

（１）協定書及び仕様書の解釈に疑義が生じ、又は協定書並びに仕様書に定めがない事項により業務の

継続が困難になった場合 

   ① 市及び指定管理者は、誠意を持って協議するものとする。 

（２）指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合 

   ① 指定管理者は、市に生じた損害を賠償しなければならない。 

   ② 処分を受けた指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく体育施設等の管理運営業務

が遂行できるよう、引き継ぎを行うものとする。 

（３）その他の事由により事業の継続が困難になった場合 

   ① 災害、その他の不可抗力など、市又は指定管理者の責めによらない事由により、業務の継続

が困難となった場合は、教育委員会及び指定管理者双方により事業継続の可否について協議す

るものとする。 

② 協議が整わない場合、市は指定管理者との間で締結した協定を解除できるものとする。 

③ 協定を解除された当該指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく体育施設等の管理

運営業務が遂行できるよう、引き継ぎを行うものとする。 

 

１７．事業報告等に関する事項 

（１）事業報告書の提出 

   指定管理者は事業報告書（月次、月間）を作成し、市に提出すること。書式は、市と協議の上、

定めるものとする。 

 

（２）アンケート等の実施 

   指定管理者は、施設利用者に対するサービス向上を図るため、定期的にアンケート等を実施して、 

   施設利用者から意見や満足度等を聴取するものとする。 
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（３）自己評価の実施 

   指定管理者は、利用者アンケート等の結果及び利用者実績によって自己評価を行い、その結果や

業務改善の状況について市に報告すること。 

 

１８．リスク分担の考え方 

   協定にあたり、市が想定する主なリスク分担の基本的な方針は、次のとおり。 

【リスク分担表】 

区 分 内 容 

負担者 

市 指定管理者 

物価等の変動 人件費、物件費等の物価変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

需要の変動 
利用者の減少、需要見込みの誤り、その他の事由によ

る利用料金収入の減 
 ○ 

周辺地域・住民及

び施設利用者への

対応 

施設周辺地域との協調、施設の管理業務内容に対する

住民及び施設利用者からの苦情・訴訟、要望等への対

応 

 ○ 

法令の変更 

施設等の設置基準の変更により、施設等の新設又は改

築を要するもの等、管理運営に影響を及ぼす法令の変

更 

○  

管理基準の変更を要する法令の変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令の変更  ○ 

税制度の変更 
指定管理者制度に影響を及ぼす税制変更（消費税等） ○  

指定管理者に影響を及ぼす税制変更（法人税等）  ○ 

政治、行政的理由

による事業変更 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に

支障が生じた場合や業務内容の変更を余儀なくされ

た場合の経費及びその後の維持管理経費における当

該事情による増加経費負担 

○  

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争

乱、暴動、その他市又は指定管理者いずれの責めにも

帰すことのできない自然的又は人為的な現象）に伴

う、施設、設備の修復による経費の増加 

○  

不可抗力による業務の変更、中止、延期  ○ 

運営リスク 

施設、機器等の不備又は施設管理上の瑕疵及び火災事

故による臨時休館等に伴う運営リスク 
 ○ 

改修、修繕、保守点検等による施設の一部の利用停止  ○ 

事業の中止・延期 
建物所有者の責任による遅延、中止 ○  

事業者の責任による遅延、中止  ○ 
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事業者の事業放棄、破綻  ○ 

書類の誤り 

仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによ

るもの 
 ○ 

資金調達等 運営上必要な初期投資、運営資金の確保  ○ 

施設・設備の損傷 

施設等の修繕（１件２０万円未満のもの）  ○ 

施設等の大規模な修繕 ○  

指定管理者による施設等の管理運営上の瑕疵による

もの 
 ○ 

運営費の増大 市以外の要因による運営費の増大  ○ 

安全性の確保、環

境の保全 

維持管理、運営における安全性の確保及び周辺環境の

保全(応急措置を含む) 
 ○ 

セキュリティ 警備不備による情報漏洩、犯罪発生等  ○ 

事業終了時の費用 

指定管理期間が終了した場合又は期間途中において

事業を廃止した場合における事業者の徴収費用及び

新しい指定管理者への引き継ぎ費用 

 ○ 

 

１９．問い合わせ先 

   我孫子市我孫子１６８４番地 

   我孫子市教育委員会生涯学習部文化・スポーツ課 スポーツ振興係    

電話  ０４－７１８５―１６０４ 

   メール sports@city.abiko.chiba.jp 

   市ホームページアドレス http://www.city.abiko.chiba.jp/ 


